
地 17離のバリアフリー化のための改農工事により取得した詫設に謀る 曾 E土交通省 
課税標準の特例措震の拡主ゑび延長〈関定資産説匂都市計謹説〉

1.政策体系の中での位置づけ 2.当初め政策目擦が既に逓成されていないか 

O IjL成20年度末における録裁選童遣い悶容を負担用客数 5000人以上}の 
aE』Z置 れ?とf滋齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進iこ関する法律

O 公余室通機関のパワアフリー化については、平成 18若手に制定さ 
墜差解消E容は 71.3%となっており、平成位、 23年度では約300釈の段

{パリアフ 1j…新法 }Jに基づいて推進。また、政笈評価法に義づく 差を解j認することを目標。また、可動式*-ム榔については、既存駅瑠
政策チェック子yプにおいてもf公共施設等のパリアフリー化 $J の殆どが米銭俄 o1¥"IJ77IJ一新法i之さ毒づく基本方針において、ハ。1J771.j-投
が業績指標として掲げられるなど、政府全体、あるいは国土交通 雄策のえ1\'イラj~ï''l'フを思っていくことを国の責務としており、今後も1\・ IJア
翁の政策体系の中で優先度や緊婆患の蕊い政策として場確に 均一化の状況等を滋"*えて新たな問機後設定し、ぜ盟主 1) 
t宣告愛づ位。 逸してい三必要があり、き話初の致策目標!立米遼成。 

3.灘間件数が穫少、特定の者に偏っていないか 4聞事後議事情等における議隷状況 

O 平成 20年度における本特例{ヱレヘL骨・う
が、平成22年授は108基の適用Eë~. 本特例は、対象が1\"1)77

有 り…j去に基づく公共交滋特定事業に限定されており、適煎数が想 O 霊長綴指襟のf公共施設者撃のパワアフリ…化芸名jについての政策チヱツ藷 主昼1::僅少であったり為懇皇室外に特定の者に傭ってi岳、tlい。 
クアップにおいて、本特~Hこ鶴する減税見込綴を踏まえたよで、思標性 O 可動式*ーム楠については、公共交差童特定事業に限定されて
の達成状況に関する分析を行い、現在の施策を維持すると評価。

いるうえ、多額の繋儀費用を獲するため、現在のところ、平成22

年度 2駅、平成23年度8駅の渡殿箆込だが、本格約な導入を推
滋しているところであり、本特例により、適用数の伸びが織待。 

6.翼政策飼的達成手段として、的確かつ必要議小限な措設か5.他の支援措置等との役割分担 

o 1¥"盟主11=総殺の整盤壁、多額の費用がかかるにもかかわらず、臨機 
o 1¥"1)771)-施設の懇磯に対する矯滋制度(交通施設ハ."1)771)一化 約な需要増に結びつかない採算性の惑いものであり、施設の取得時

設備撃備費補激ぎ住宅事)盤、施設整備のための初期投資の負担を の税負短の増加!弘泰業賓の投資意欲を阻害。本特例により、固定資相
軽減するζtl三よりハ:m1一施設の整i盤を狂いやすくするための 産税の負担を軽減するζとは、投資へのハー卜'J~を引き下…iサヘエレへー一孝一当
主金である一方、本特例i丸施設を整備した後に増大する留まを 笠一尊重盗式ホーム槻の整備を撤退するための手段dごして釣確。性

O また、本特例は対象が公共交滋特定事業に緩ま窓会れるとともに、税
担を軽減するこがこより、鉄道築業者iこハ"1)771)一総殺の整備を行
資産税負援につい玄、これを続減し、事業者のうンーンヲコストの負 

長負役担。の全大f本会のい減施税設額整及備び後Tの件二あ盛た期りの間滋i三税限って画定資E量殺を軽減する
緩の大きさからも、国民の納

得で2きる必要最小限の簿登。
うインセンティプを与えるものであり、議切かつ明確に設議分f目。

。エレベーターの整舗による獄の段差解溝が引き続き強く求められるとともに、議覚障審者のホームからの転落事故が

畿を絶たない現状下で、延長線拡先が露められないと、高齢者、韓害者等の臨立した日常生滋や社会参加の機会の確保への

対応Iこ多大な影響。

ち?



く〉エレベ}タ}の整備による釈のパpアフリー化t立、これまで税持者特例の効架線により後3院に滋控設するも、遊学ば0
 

0導入資用がかさむ一方、直接的な需要増に結びつかない採算性の惑い投3変であるバリアブリ…化合引念統き維巡するためには、税制による

支援が必要不可欠。


。更に、ホ)ム上での視覚障害者の安全かっ容易な移動のた


一鉄軌道駅の段差解消率一

(一日当たりの利用者が5千人以上の駅)
 

29% rう� 71% 
(795駅/2，775駅) V (2，007駅/2，816駅)


(平成 12年度末)平成20年度末)
 

E踊認底割副島逗髭回縄壇
【現行】 [拡充}

寸奇数式ホ…ム綴等の導入状況]
全議義援� (H初年度京混在}

うちE号鐙署葬祭容の際言変革完

56寂

事義務付げのない絞殺事費{震設家主義者}においては
公古書家殺幸吉{喜重税・主主方殺事事言葉殺}と主主ベ、� E室長蓄が
叫ん1さいないのが5霊祭

{湾要議室主ホーム襲警ま菱総祭器護〕

行� 22若手渡� :2絞� 季語綴終銭を鐙設し

H23童手議:器薬表 露軍綾書記への設鐙を後進� 

jバリアフワ…2童話産主二童書官ずる露首惨事提言語� i

@待係機震の対委主 ープラット;jな…ふにおけるを霊3電機害警緩め絞望書を主主i上するため、丞士会笠L...

{害義行}室長総連室電喜多最多空事が絞殺釈のパ芦アフジー化のたあの改良工事によ号主主務した家屋及び後銀資夜 Z?な…ム軽量その後の霊童畿の霊童霊堂iこ事事めるよう心豊ま遂事業者事適切に鐙議

{主主流}是正霊堂の淡に幾重量された可憲主王立ホーム1Iすを対象tこ造主語� すること� (H18.6J著書提綴控室)

.守幸紛争普絞め内容 a 室長総滋義史ホーム寄撃における伝言審i徐立毒事のための荷数視の重量霊童書事安全

{害義行}不動重量取得税:課税事襲撃 1/6主主書言、� 5霊定資産税・都市計量重税:毒事税標準� 5年問� 2/31と憲主主主 よ鐙幾号室がき舞じられるよう努めること� (H1B.4J寺参意義緩〉
 
{主主党}綴主主祭主義税:総説書筆者室 5年間� 2/31こ軽減
 

一線覚障議事まのホ…ム紙鶏級車貴一
陣容者閲{本の爽絡した翻奇襲!とよると、� 
f筏覚障蓄積の忠人� 1=1入、
全I若者の3人Iこ忠人fJt
ホ…ムからの転幾絞験ありJ
と回答
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地18環境負荷の小さし、自鞍車等に探る税率の特例措罷の拡充及び廷長曾器土交違省


dロ』

理� 

性

，.政策体系の中での伎霊堂づけ 2. ~議初の政策目標1Jt既に達成されていないか 

O 平成20年3月に閣議決定された「改訂京都議定番目標逮成計

O 平成19年度の運輸部門のC02排出量I土、予成22年度目標の平成2 
年度比10.3-11掴� 9%増には及ばない14.7%増家での水準である。

o ~また、大都市の大気汚染(::ついても引を続安深刻な問題。
O こうしたこたから、自動車の保有iこ係る税制において燃費性能及び排� 

おガス性能に応じた重量軽課を行う本特例捻援により、自動窓ユーザー� 
を援護重量畿の小さい白書誌牽へ誘導することが必要Eg

題iにおいて、自動車単体対策として「トップランナ…基準による� 
自動議の燃費i!I<善j等により、平成22年度"*でに2A70万t-
2，550万tのC02を制滅することが求められているところ。

O 平成20年7月閣議決定された「低炭素訴会づくり行動計醤� iにお� 
いて、次君主代自動主主について、� 2020年2までに新議妓発の2含に� 

1会の事絡会で導入する」とを呂擦としているといろα

O さらに、家委事9)きの題連気候変動望書脳会議での鳩山総理の発
震(C02話予泌霊安1990年度比で25%きIli被jにあるよう仏、含後地
球滋緩化対策の充実が必要。

&渡期件数が僅少、特定の殺に綴っていないか ι事後評価等における確謹紋況� 

有� 

効� 
性

O 本機澄lL自動車ユーザーに広〈適用される措置であり、特定
の者!こ偏るものではない。

O;;$;特例措畿の適用台数について、平成22年度、� 23年度平年度� 

で約150万台を見込んでいる。� 

O 新議新規登録の自動車の中で、環境負荷の小さい自動車が占める
割合は年々増加(※※)しており、自動車ユ…ザーを環境負荷の小さ
い闘動車転に誘導する上では、本特例措畿は有効性がある。

(※※)18年度17%、19年度26%、20年皮41%
O なお、平成初年度事後評価書において、グリーン税制l等の効果によ

日、選苦笑に燃費改善が進み、平成7年と比較し約20%以上改善してい

るこたが刀てきれている。

ゑ他の支援諺霊等との役割分担� 6.政策録的達成手段として、的議かっ必要要最小限な措置か

桔� 
当� 
性

O 環境対応事の普及に当たっては、税制特例猪獲により取得イン
センチィブを講じつつ、電気自動議やCNG自動車等、普及が途
中段階にあるものについては、補助制皮によりその取得を支援。

O これ3までも寝室詰E撃が満たすべき最低践の議議性能〈燃費基準や捗ガ
ス義議)を緩和iで定めてきているおその一方で、より燃費投書言及び排ガ
ス数量監の後れた種境負若の小さい自致事認の普及を図るため草創特例
機器量をj活閉しており、必要最小磁の特例措畿となっている。� 

O 新車新規費録のうち、環壇負荷の小惑い自動車の占める割合i立、平成20年度においては約4翻!こ、保有台数ペースでは約� 

6%1ことどまっている理技下で、鹿i主 ~Iま縮減を行うのは、地醸趨蝶化対策や大草汚染対策の雄瀧!こ多大な罷響が出るため
不議組。� 
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| 自動車関係緒税のグリーン化
 
自動車に起因"tる地球滋機化対策及び大気汚染対策を推進するため、闘激怒灘畿税、自動車税、自動車取得税の特i9lJ捻績について所擦の見穫しを行いつつ適用

期限を延長することで、低公害審議の貨なる資及を図る。
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| 戸籍策の縮唱的唱標バペI ト自動家グリーン税制概要� | 

-関連気候変動苦言語尊重量織での総UI総理室のヲ豊富(002主主� t話量11:1990塁手渡J:tでお%
室動車グリーン税制{感商事li能祭� 3.級以下}

型軽減}にあるように‘今後絡まま議員軽量化対策の充実が必要~.
"薬害事喜義援著書IDO(波書線量まleI事襲1I:i豪語草するためには、運輸毒事円からの� 0021量級ま援

を� 2事均年度までに絡事日夜主主� 1113-11.9%増の水準とする必要悪� a 

.r豊玉炭素を士会づくり行動計滋(2008年7Jl重量議決定)JI:こ怠いて、 ~t量f毛織総務に
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塗れを勿倉島総滋寝袋幾:バスータ舎さン� ω.1義母腹‘総勉、銃� Z霊
えの録後悠ケ... 認決定)1こおける対鎗28B!;.F!3霊祭祭復建五支鈴種差〈卸部写2祭宏、油開問機線総静策絡隷� ω

ドI11IIIし判i援金書牽の著需を合数将w 川1 
200宕年波放務政{鞭離EI理海事託銀る.)

全体�  m:公害事 全体!こおめる

低公言審議の納会

係荷台数� 4744万台� 284万台�  6%  

程合数5目底 284万台� 118万台� 41% 

.，・0自勤務政得税の鋭機 (H30.~弘前期自家}ß自動燃ú%、俊君臨府扇動和敏自動移a%
本� 2・・・J1r鈴l1q宝悠のディー-，乙� ν車場、I/!船協ザ紛のガノ� 9凶弘� LPG本については、説司院を夜ね� 10%窓際

{忽銭良質拘束も 'J[然ガス自動本、メタノール自動恥}絞染合パ完制時<)� 

70 



地20住宅以外の家屋iこ保る不動産取得税の特例措置の延長曾器土交遺省
 

jN 1 ご逮読され1政策体系の中古の位欝づ!ず九、氏自拐の政策g標が既i とも令しきかた� 

0都市再生訟の拠点たなる地区や駅前商腐街考察中心市街地におい� O本特例措援iふ都市再生息地域再生、不動鹿市場の整備や適正な土
て、{後t誌な亦f家宅家屋の整備を支援する本特例撤置は、都市再 地利用のための条件整備の推進を施策関糠たしており、平成25年度
金特別織官霊法及び中心市街地の活性化に関する法律、これらに までの関糠tごして、以下の目標値を設定。
基づくr都市再生基本方針J(平成14年7F.119日間議決定)等の ・都市機能3更新率� 36.9%(H20)--> 41%(H25) 

綾E霊祭踏E イ必未利用地の預積� haH15 の運� と2おha(H25)まえたもの 13.1万の滋(告や霊� 駐叫車書道E131E4:i
0民主党政策集lNDEX2009では、 f地域経済の活殺化jf中心市 制紛来事j湾総の関車責についてはふロ古事数 、った投会経草寺拡況を踏ま

議砕衝窓衝の活性化iが位置づけられており、都市再生、地域 ※A22謀議官懸念書れて凡
義主主を遜じてま也域経済の活性化を器護ろうtごする本特例議置は、� ぷ土、都 31ま8で二の決冨定穣さ鐙れがた言体主主主総さ2き2もで年い皮た綴とゑこ災ろ滋(本議特事例後縫評援議の案遼鐙周計期蜜震jにはお亭い21~手話をまかでおるがJ 20年島度 i 成
方向性が…致。 てぷがこ25稼緩までの怠事襲齢《設定されているる
 

， 

3険適潟件数が僅少、特定の者に偏っていないか
 ぬ事後評優等における確義援状況� 

O 国交省が行った市町村アンケートによれば、少なくとも266件の

強風があり、適用件数が僅少とはなっておらず政策実現のため
 0政策評価法に基づく事後評価等において、今後、本特例の有効性につ
の有効な手段たなっている。

者
いて事客観的に確認していく。効

o 266件の内訳を見ると必ずしも大規模な襲撃物が多いわけではな性� 策本特例機器設によって優良な非住宅家屋の整備が促進寄れることで、都市機能東新率の向上に寄与(平成19
((3-5階の建物が43.2%)、中小事業者にも広〈適用されてい 年度曲、 iò 'T'1iIt20年波r~1.3ポイント向上のうち、 3.7怖が本特例によるものと披針)していると考えられる己

とから、政縦割思議1::向Itて有効な手段となっていると考えられる。ると若者えられ、適mが特定の者に傭ってはいない。

&健の支援鑓震等との役割分担 ゑ政策自前達成手段として、的議かっ必婆最小罷な措置か� 

O むが心市街地活性化法や都市蒋生特重苦鯵麓2去に擦遼して各種の 。被総勢撃で対応する場合!こは予算額!こ線皮があり必ずしも祷助等が受
子予3事捻援等が講じられているが、これらはそれぞれの法自約iこ けられるとは限らないこと等から、撃さ終に該当Tる2事務所、窓童書等へ

報 応じて、厳しい要件が諜せられており、支援の対象が限定されて の新築投資を確実に支援するために、税号線ょの特例措震により対応
当 ずることが穏当eいる。
性白� 

。本特例措鐙j求、都市機能の維持・増進言普通じたま色域活性化のために、
範闘段綾築物を対象としておりs他の3t媛摘謹e:.の聞での役書ii

O …プヲ企本特例措置は、地域の賑わいの創出毒事に資する幅広い
署長務所.Jお繍等にぎわい創出!こ資する用途であることを要件としている

分担は図られている。 とともに、敷地面積500rrl以よ、地よ階数3以ょの、耐火建築物文iまζ

れに準ずる建築物であることが要件として設定されている。

}3長

、




li主問問家屋!諮る不動産取得税の特例措置の延長� I 

[要望内容]ヂフレ状況の怠か、{主宅機不動産市議が低迷している現状?を踏まえ、本特静i措量を22年間延長。p;j =r !'f:;.=1'DV.I ¥.Q ~øljm~ã: 1f:固.~l:n，lJjj;;j)e0)~iJ\， 11 itiP~iJ'fre~L-CL J.~AÄ:ã: lË'~，*;t， * rlm~t~0~ 

く概要〉

都市再生特民措置法に規定する都市再生緊懇盤締地域及び都市再生整傭計聞の区域並びに中心市街

地の活性化iこ関する法律!こ想定する中む市街地の区域において、事務所や描舗等一定要件※を満たす建

築物に係る不動産取鐸税的特傑措置(課税構準鎮の1/10を控除)を講じることにより、低温未利用地等の
有効活用を促進するとともに、都市再生・地域再生型炉支接する(平成20年農創設)。

非{主唱建築物(工場、愈j議等を除く)藷工件数と対前年間月比の推移� 

人命流れやiこぎわいを時ぴ戻す 6，000吋 ………………………川町r 30.0% 


核となる比較的大きなピルなどが

開発しやすくなり、まちなかの土地 4，000 i・・・山幽………………"…園........ー ト20.0%
 

の有効利用や経済活性化に寄与

2，000 i・E・・・圏一..…・・・.-.ト� 10.0%


く地域婆件〉
圃固着工件数

0.0%認定中心市街地

都市再生緊急裳備地域

都市再生整備計箇の区域


イメージ図� 。� 
一一対前年比

e必 ，..""，，，，，!-初.0% 

m ω………� ωω  ………………“幅。，1 …� トー…ト� -20.0% 

… 凶一一一………………L -30.0% 

※要件 資料}建築港工統計〈箆土交通省〉

{用途〉司〉事務所争庖舗窃ホテル又は旅館④料理jち⑤駐車葬場{窓転主義駐療機を含む。〉⑤病院又は診療所窃会館又は公会主設⑧展示場、議議場又は

映画館等

(規模等〉①敷地面積が5日onf以上@池上階数が3以上窃綴火建築物又はこれに準ずる建築物� 
72 



地21 除害施設等に係る固定資産税の課税標準の特例措置 曾冨土交通脅 

ム ー…一 ~，…………一一一一… …一一一一 

1.政策体系の中での位置奇げよ ペゑ;省、初の政策闘機カ明記達成制.ie協同ゼ

0盤望書践殺の設置状I5eについて毎年実績を把握するこ企企しているほか、

有 10下水道法に基づく条例の要件に該当する者は、業種にかかわら M
効| 鵡重雄掛酎ι並漣である。

閣議施策全体について汚濁負務削減率による察後評価査墨麗し玄

盈。
性 10際闘の離は約10万台に及んでおり、新規の開業や設備の 0なお、汚濁負荷削減率の平成19年度から平成初年度にかけての改善努

2 拡充毒事i二伴い絞たな5金書嬢設等の警察織を行う必婆のある家業者; の状況は、以下のとおりであり、一定の改替が5きられる。
が多数生じることが予想される。 湾 JII:約71%→約72%、湖沼:約55%→約55%

閉鎖殺水域:約71%→約72% 

段他の支援措讃等~の役割分担 6"政策目的達成手段として、的確かつ必要最小限な措賞か

司0除害施設等の公警察防止設備投資i立高築業者にとっては当事紋接投 O本特例措鐙は除害施設者撃を設置する全ての者を対象とする支援檎鐙

銭 i 資であることから、公害妨止の取り組みをより加速するインセン であり、煩窓口こ1重助金の療錆王手続を求めて交付するよ笠主主農民ふ立
溢 i ティブが必楽である。 政双方iこ去って効護霊的であり、手段として約縫である。 

長 10よって、法制主主娃盤挫広バ鰍措置により、締約色  0:;;ド特例捻穫は葬収益施設にま守する保有コスト(J)低減!こ資するものであ

担を軽減することが‘こうした設備の設費を挺進するよで有効で ること、また、除蓄施設は、下*道の機能係念及び放流水質の基準へ

ある。 の適合のために必要悪な最小限度のものとして地方公共団体が条例で
定めるものであることから、必要最小限の特例措置となっている。

。潔壌基本法において、環境の保念上の1i:篠を防止するため、関
愛墾査堕皇室互援!こ努め~ことが想定されている。

。また、間法において政府が定めることAごされている氷嚢潔裁選客獲

安達成するための規鍛として、公共下本選等の排水区域に下京
を排除する率業場者事に対する規制を下水道法が担っている。 

0近年、公共用水域の水質保全の必善悪性が高まっている中、下水
準法令の規制強化等も行ってきているところ。

。徐害施設の設鐙!念、こうし主主露策体系の中で不可欠で繁華悪性の

貫主蓋嚢であり、引き続き国として支援していくべきである。 

3.適用件数が儀少、特定の翁に信っていないか

。公共F潟水滋の氷雪保全を畷義足とが本整費IJ俊民践であり、下水道法令
の規縦強化や、第6次の総議緩和iの推進等の氷策基準の強化とあわ

せて、税制措置により、除護施設の整備の促進!こ努めている。 
0しかし、公熟周水減における環境基準達成率r;t三大溶でむ.2%‘滋j認

で50.3%1こ留まっており、水質装集強生虫ご買した傾向及び環鏡係金

主Lヴ政策図的の普軍性から継続的措置が必要Eである。 

4.事後蓄率錨等における確認状況 

。環境保全という自陣は普道的であ号、近年、水欝基準Iま強化されている。金臨各地に存在する多数の除盤施
設等の設置煮を東接する纏続的な援置が委主饗でi)号、本特偶廃止 iま連壌ではない。

1 



| 除害施設等に係る特例措置の延長(固定資産税)

下水道に悪影響を与える下水から有害物質等を除去する「除害施設」や、「し尿浄化槽」の整備を促進し、公共用水域の水質の改善を図るため、これらの

施設に係る固定資産税の特例措置について、適用期限を2年延長する。

公共用水域の水質保全を図る� 下水道に悪影響を与える下水から有害物質等を除去する除害施設の設置や、し尿浄化槽の
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，-------..... O閉鎖性水域での水質改善の立ち遅れ� 

【除害施設を設置していない場合】 【除害施設を設置した場合】

r 

-<ごコ7

(達成目標) ①河川約71%(H19)→約75%(H24)

河川園湖沼・閉鎖性海域における ②湖沼約55%(H19)→約59%(H24)

汚濁負荷削減率� ③閉鎖性海域約71%(H19)→ 約74%(H24) 

74 


ー+ー河川(800)

一・一三大湾(000)

-.ー湖沼(000) 

49 51 53 55 57 59 61 63 2 4 6 8 10 12 14 16 18 
平成19年度公共用水域水質測定結果(環境省) 年度

ァーて二コ7
水質改善の取組の強化� 

0水質汚濁防止法の規制対象物質の追加� 

O第6次の総量規制

除害施設等の設置促進の必要性� 

0法令に基づく条例による設置の義務付け� 

O水質規制強化による必要設置数の増加� 

O皇血韮撞量の設置に係る経済的な負担� 

O対象事業場の8害1]は中小・零細企業

準に合致しない下水

対象・高温排水
・高アルカリ排水
・水質汚濁防止法やダイオキ
シン法の水質基準に不適合
.その他条例で定める水質基

-
晶
の域

全

世
帆
甲
車

;

{

用
質

共
水

公

ノ� 

0公共下水道の使用者が設置する除害施設

課税標準を2/3に減額� 

Oし尿浄化槽:白∞人樟且上由主回叉は指ま区域
【東京講.伊費時漕等白木揺に優る区埠】Iこ量置される200-500人槙田も田】

課税標準を1/6(更新Iま2/3)1こ減額 

0適用期限を

平成24年3月31固

まで2年延長
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地23特定都市河川における雨水貯関混透施設に係る特例措置の組長(固定資産融悶土交通省

政策体胸中での位援物空J弓 釘 収i¥:2.当初ぬ職殿様が跡事瞬間材陣究機山

め‘平成15年特定書雲市潟JII
。市街{じが進展した特定都市jiiJ

O大臣は「できるとけダムにたよらない治水1

10特定都市j可JII

O~集中室長潟、ゲリラ豪溺毒事に符う都市部での浸水被害警の毅発!こ対応するた 10近年、都市部におけるゲリラ豪雨の王手間発金額数は矯力目しており、
浸水被害対策2去を雪譲渡窃� ! 浸氷被害防止対策(J)必喜毒性は高まっている。

厳しい財致縦約のa:t，民間の協力を得て浸水被害接対策を進める.0流域では、ゲリラ審議雨等による浸水被響11J 
役怠ま主主があるにもかかわらず、ダム、河遺繋備等従楽裂の河川改修 ことがますます感姿。� 

法施行以降、市町村等関係者の調整JII年の特定都市河16平成i 0約の中、亙盟企量却こよ1]援を豊雄君!五三とが随雑であり、厳しい財政務3
り雨水貯留浸透施設の幾備を進めるため、法制定時に本特例を創設。� 後経て、� l順次特定都市河川の指定が進められて活者ているところ。� 

を殺める皆発言。� !
I

o大臣も「できるだけダムにたよらない治水」を滋める旨発言。� 

3.濠路件数が僅少、特定の殺に儀っていないかパじ� 1.. 4.事後評価等における確認状況� 

流域でle土、民間事業者等が宅総務発など雨7](の浸透幸子組
饗する行為を行う灘、潟水貯蓄~j委主秀施設の設畿を義務付iす。本特例!家、

有� I渓問事業者等の協カを得て、都市部の浸水被容の軽減を図るため、こう� 
。これまで特定都市河川流域においては、� 1400件の潟水貯留浸透

i した規制|とセットで、総絞り設置に伴う民間審議殺の経済的負担を軽減。
線設が設置され、税制の適用対象となって愈た。� 
or平成21年度関土交滋省事後評価実施計額JI二基づき、雨水貯

劫� IOH18年409件H19年440件H凶年440件と適用契績は増加している。(た
留浸透施設の整備後含む「総合的な水害対策Jについて盈重な性| だし、施設1件あたりの評価額が低いため、平成初年度の適用金額は件
ビューを実姉し、年段酒民訴価盤塁ま点目議長強ることとなっており、
混在特定都市河川の指定の拡大に向けた検討毒事後行っているとこ

昨年度指定された河川もあり、今後も指� )α百万円)(24数の載に少ない

ろ。
定が干予定され、件数及び金額とも増加見込み。

。宅地綴発等に伴い綴殺の設登を一律に義務づけられた者の墾珪龍援護
査土建i三藍還するものであり、対象が特定の者に綴るものではない。

ーヤミヤ烹;;噴出，;j.~，\，;;;:j~êTI3":広三一 
0ゲリラ豪雨等による浸水被容のおそれがあるにもかかわらず、笠会J班

i盤整備等従来型の河jLI速筆笠査室堕することが困難な特定都市河川流|10特定都市河川流域では雨水貯留浸滋施設の設置町俸調志室長総べ
監盤問に潟水貯留浸透施設によ嚇被害対策を進問|

。民獄事業者等への義務づけに伴う経済的主主援を軽減することは、民間の� i
協力を得て対策をF9潟に進める上で有効。

回出血棋についてのみ設問理議議議議�  

l 担を軽減するものであり、必要最小限。

ゲリラ華南等による都市部の農水被警が増加する中、<D議しい財政制約の中、民間の協力により、� 
φダム等の従来型の河川改修でない、都市部の漉水被害の軽減対策に資する本特例の廃止は滴
切ではない。
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| 特定都市河川流域における雨水貯留浸遜施披Iこ対する特例措置(回定資産税)

特定都市河川浸水被警察対策記長に毒事づき指定された特定都市河川流域において法第 9識をの規定!こ慕づく都道府県知事等の許可を婆ずる雨水浸滋阻害軽
行為i二伴い、その対策工務として設澄~れる雨水貯留浸透施設に係る固定資援殺の課税様詩患の特例措音量を2年間延長する。

一一一一一一一一「一「』111111fii!駐樹監怒沼 ;1;語圏圃圃圃圃 安
く 一貌官報特例の刻家となる雨水貯留浸透施設の伊i

市
街
化

従来製の河川改修が回難である特定都市河川流域にSきいて"
民聞を含む閥係者が流域一体として浸水被害対策を擦施 

1，.冨冨一-
ltI$1醐
雨水話連記量主主す司事関水貯
器官j聾去最古盤絞め書生後

票持水苦?請書浸透E量
殺の
ぐ容器霊祭変重量殺軽
減{言霊祭事長重量f守
けの銭設のみ}

毒事法人事堂'喜若手専
務の言語浴後輩3
((j)滋タもが対象}
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地24 認定長期様良住宅に係る軽減措置の廷県(固定資産税)曾国土交通省� 
fι九三...，，'''-マ''--.-貯-=- ー一 一 一一一一 円…………勺や山一…一…一一一一…一一一一…化� 

O 伎生活基本計額{平成均年閣議決定〉において、基本的な考え

ブヲとしてfいいものを作って、きちんと手入れして、長〈大切に使

うjストック主義被裂の役会が掲げられ、長期優良住宅の普及の促
進!こ療する法律(lJL鋭部護手法律第87号〉に基づく長鶏優良住宅

の普及を促進することAごされている。� 

O 長期後良住壌の事普及の促進に関"9る法律に基づく義本方針で� 

iま、国及び地方公共間体が長期優良住宅の建築及び取得誇の

負担を絞滅するための告を穣支緩措置の実施を図るよう努めるこ

ととされている。� 

;-i> 

o :f義英語優良俊宅法i念、本年6月4日!こ施行されたばかりの瀞H変であるが、

住宅ストック念体の長寿命{とには長期優良住宅の普及の促進をはじ
めとして祭殿約な取り組みが必婆。� 

4 事後罫値等における確認状況3.適期件数が儀少、特定の者に偏っていないか� 

0 O 本制皮1;:1:本年6J
有 1

長期優良住宅の認定安受けた伎宅を取得する者を幅広〈対象と

品| する制度である。 "*た、ヌド制度は本年6月より施行されたところで

守より施行されたものであるため、現夜のどころ政策
評価法に議事づく運転後評価等を実施していない。

霊| あるが、認定件数については安定的に伸びているところ。� (9月末� 
i で17，402件)� 

6.般の支護措置等との役割分握� 6.政策隠的達成手段として、的確かつ必要最小限な措置か� 

o ~受識優良後零安対象とした補助制度として長湯優良住宅等推 O 倒J.lIJlこ争議助金の申請手続を求めて交付するよりも悶民、行政双方!こ

遂事業があるが、先導的な技綴を導入し住宅の長寿命化への寄 とって災援の軽減の観点から優れた手段であるや� 

与療に優れ?と案件を対象たしており、長類優良住宅の認定を受
ける会ての翁後対象!こする本特傍措置と現在室iこ役割分援がなき

れている。

指
当
性 

orいいものを作って、きちんと手入れして、長く大切に使う』ストック型社会への移行を図る上で、長期優良枝容



。認定長綴優良住宅i二係る減額捻鐙〈平成立0年度倉i設}

ぐむ…長室のを主君主� 5年期 季語綴1/2

護主主幹事襲罪事住宅� 7年間税額1/2
日目

。幸誌が留のエネルギー起源C02機上認のうち、住宅宿来のものは約15%を占めており、蓋翠量豊主主導主の意普及はC02貨11滋のために氷
蕊議設態室。また、彦主義廃棄物の総滋にも有効な施策。� 

ii円高;;誌のι.J
l 劣化対簸� l 

i融制制倒的僻盤側韓国できる�  l 
lこと� 1 
1古住対聾等級剖ご加えて、� l 
; ・庫下車び小島皇軍師点検口在設置。，

i暗下車聞に33Dmm以ょの有効高枝被仇

棚制措鰍雑記毎日明時�  i 
: 必要t;:厳重隆俊総等母書:r;:;;事'"第一f!� 

; 

i

i 

' 

|認定義期優良住宅!こ係る軽減措置の延長閑定資産説]


5，000 

i毛棚�  

3，0容G
 

2，∞告
 

1，000 


ドー�  9「� 

|鴎1
Lてお<A;~聖盤能

i釜危噂聾会委Zて日るζ� 1:.. 
j唱エネ料一潟桝伽�  

講量躯醐ご比ベて副首111'1'般が蹄U肉基盤明鏡面につ� 1 
1 いて、雄持曹理【璃縦横点検・輔暢・3旺輯)を曹畠1= 
i行うために必築指繍置が自陣じられてい晶ζι� l 

竺糟酎鯛総(場期限酬韓三�  i 

居住11謹 日経揖科長雨量長持詞長雨説j主主掃員長三言語，� 

i 耐震性� | 

喧� Ibτ制こ量生する岨節調L蝿厳輔閥的た油i 
由璃鱒由容畠化圭はかる企札機傷的恥ペル帥紙1 
1蝿壷はかる

!次のいずれかの措置を講じる
，1持鍛等組{倒棲等lIIi止}出等級2と す る 。 :

:'大鏡模地璽時時地上部分由各階的安金銭捧艶� i 
i静時盟主主階骨寓さに認する劉舎をそれぞれt刈o
; 以下どする。〈層間重都高在確鍔

免鍵議聾暢であるこど。� ; 

し偲…一一ゐ一一一一一-"-一一司…均一……J 
録重信念量韓管理I 

1鵬嚇締結謡えて.鵠齢勝争事�  i 
j榔!::IB拍踊#臆されても喝;;;/:� 

l絹遣制よ主喪主部私雨水母翠λを防此ずる i 
部分及び韓"'.排ホ重量について車棋の防署翼・� l 
内務査定めるこ1:. 、� 1 

1・少脳同日年ごとに点設を異議するζ払� l 
h~~-- ~綱初悶恥肉眼胸骨，.網，.開巴--~~--~.舗網剛“ ""ι， .ω. ， 

l 住戸醐�  | 
主持な蹴桂成機密擁暗躍す晶たIbr.:必要な揖慢を宥するこを

(刊向上(2λ慣例 ω 鵬誘導属桂商務畑、古川師向昨�  l 
i一つの階の館協璃が40mJ;!よ i 
築地壊抱擁繍 1:臨巴て引上げ .~I引ずを可龍どする。士だし. 55m(1 

; 入量管母縁者修繕強溺穣旗第1を下罰置とする
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